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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年４月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 のり養殖施設損傷 

発生日時 平成２４年１１月１７日（土） １２時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市松島西方沖 

 松島灯台から真方位２６４°２,５５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３５.２′ 東経１３４°２６.９′） 

事故調査の経過 平成２４年１１月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート ＡＬＣＵＴ
ア ル カ ッ ト

－１
ワン

、１１トン 

２５０－１８０７２兵庫、個人所有 

１０.５９ｍ（Lr）×３.８５ｍ×１.９８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関２基、１６９.２kＷ（合計）、平成元年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

二級小型船舶操縦士 

  免許登録 日 平成２４年２月２日 

  免許証交付日 平成２４年２月２日 

         （平成２９年２月１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 クラッチに損傷 

のり養殖施設 枠綱に損傷 

事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、香川県小豆島

の観光を終え、船長が、フライングブリッジ（上部操縦席）で操船に

当たり、小豆島を出発して明石海峡経由で定係地である兵庫県淡路市

浦港に向けて帰途につき、海上が時化
し け

ていたので、約１０ノットの速

力で航行した。 

船長は、雨が強くなったので、１２時００分ごろフライングブリッ

ジから操舵室に降り、同室右舷側の操縦席に腰を掛けて手動操舵に就

き、同乗者が左舷側で腰を掛けて見張りを行い、ＧＰＳプロッターで

船位を確認しながら家島諸島の南端にある松島などの南方に向けて西

南西進した。 

船長は、左舷前方に松島などを視認しながら航行し、播磨灘の所々

にのり養殖施設が設置されているのを見掛けていたので、操舵室前面
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の窓のワイパーを作動させて前方を注意深く見ていたものの、雨が強

くて窓ガラス越しに前方が見えづらい状況となっていたため、松島の

西方沖に設置されたのり養殖施設の標識を視認することができず、本

船がのり養殖施設の設置区画の南西端付近に向かって接近した。 

船長は、同乗者の「浮き」と言う声を聞いて船首方至近にオレンジ

色の標識があることに気付き、直ちに機関を後進にかけて後方に下が

っていたところ、風で船体が流されたので、同標識から遠ざかろうと

して機関を前進にかけたとき、１２時３０分ごろ、松島灯台から真方

位２６４°２,５５０ｍ付近において、プロぺラにのり養殖施設の枠

綱（ロープ）が絡んだ。 

船長は、自力航行ができなくなったので、携帯電話で海上保安庁に 

１１８番通報した。 

本船は、地元漁船により姫路市坊勢
ぼ う ぜ

漁港にえい
．．

航された。 

気象・海象 気象：天気 雨、風向 北西、風力 ３～４、視程 約１～２海里 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

その他の事項 本船は、クルーザー型のモーターボートであり、フライングブリッ

ジ及び操舵室のいずれでも操船することができ、操舵室には、右舷側

に操縦席があり、左舷側にレーダー及びＧＰＳプロッターが設置され

ていた。 

船長は、平成２４年８月に本船を購入し、浦港に係留して１週間に

１回程度乗船していたので、淡路島や家島諸島などの周辺にのり網が

設置されていることを知っていた。 

船長は、本事故当時、レーダーの操作に慣れていなかったので、レ

ーダーを使用しておらず、また、ＧＰＳプロッターには、本船の前所

有者がのり養殖施設の設置区画を四角形で入力していたものの、同四

角形が何の表示か分からなかったこともあり、ＧＰＳプロッターの画

面には、広範囲の地図を表示していたので、同四角形が表示されてい

なかった。 

松島西方には、平成２４年９月１０日～翌２５年５月１０日までの

間、東西約７００ｍ及び南北約２,１１５ｍの長方形をしたのり養殖

施設の設置区画が松島の西方約２海里沖まで設定され、のり養殖施設

では、錨で固定した浮き標識の間に枠綱を張り、枠綱の内側にのり網

を取り付けた浮き流し式と呼ばれる養殖方法を採っており、本事故当

時、同区画の南西端付近には、直径約０.８ｍ及び長さ約１.２ｍの円

筒形の発泡スチロールにオレンジ色のカバーを巻いた浮き標識が設置

され、直径約２２mmの枠綱が張られていたが、のり網はまだ張られて

いなかった。 

本船の喫水は、船首約０.４ｍ及び船尾約１.０ｍであった。 

分析 

乗組員等の関与 

 

あり 
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船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

本船は、家島諸島の松島西方沖を西南西進中、船長が、降雨により

フライングブリッジから操舵室に降りて見張りを行っていたものの、

雨で操舵室の窓越しに前方が見えづらい状況となっていたことから、

船首方至近にのり養殖施設の浮き標識を認め、直ちに機関を後進にか

けて後方に下がったが同施設に進入したので、同施設から出ようとし

て機関を使用した際、プロペラに同施設の枠綱が絡み、同施設を損傷

したものと考えられる。 

船長は、本船の前所有者がＧＰＳプロッターにのり養殖施設の設置

区画を入力していたものの、同表示が何を示すかが分からなかったこ

とから、ＧＰＳプロッターの画面に同区画を表示させていなかったも

のと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、家島諸島の松島西方沖を西南西進中、船長が、

降雨によりフライングブリッジから操舵室に降りて見張りを行ってい

たものの、雨で操舵室の窓越しに前方が見えづらい状況となっていた

ため、船首方至近にのり養殖施設の浮き標識を認め、直ちに機関を後

進にかけて後方に下がったが同施設に進入したので、同施設から出よ

うとして機関を使用した際、プロペラに同施設の枠綱が絡んだことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・レーダーやＧＰＳプロッターの操作方法などに慣れておき、各機

器を有効に活用すること。 

・養殖施設などが設置された海域を航行する場合は、ＧＰＳプロッ

ターに設置区画を入力しておくとともに、画面に同区画を表示

させて同区画から安全な距離を隔てて航行すること。 

・海上が時化ているときには、養殖施設の標識などが視認しづらい

ので、できる限り沿岸から離れて航行すること。 

・ヨット・モーターボート用参考図（一般財団法人日本水路協会発

行）などにより、のり養殖施設の設置場所などを確認しておく

こと。 

 




